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１ 実質⾚字⽐率 

地方税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般会計や一部の特別会

計について、歳出に対する歳⼊の不⾜額（いわゆる⾚字額）を、地方公共団体の一般財源の標

準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものである。 

地方公共団体の会計は、単年度において収支が均衡することが⼤原則であるが、⾚字がやむ

を得ず発⽣した場合には、繰上充⽤を行うことで、実質上、翌年度に繰り越され、翌年度に解

消できない場合は、さらに累積していくことになる。 

仮に、その年度に歳⼊の不⾜により支払うべき債務を繰り延べたり、執行すべき事業を繰り

越したものがあれば、これらを含めた⾚字額（実質⾚字額）を標準財政規模と比較して示すこ

とにより、その⾚字の深刻度を把握するものである。 
 

 

 

 

 

・一般会計等の実質⾚字額： 一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計おけ

る実質⾚字の額 

 

・実質⾚字の額＝ 繰上充⽤額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

 

 

久⽶南町の実質⾚字⽐率  －  ％ 

 

久米南町の普通会計は、一般会計及び住宅新築資⾦等貸付特別会計で、令和元年度決算によ

る実質収支額は、一般会計が１６３，１１０千円の⿊字、住宅新築資⾦等貸付特別会計が３３，

２２０千円の⾚字を⽣じた。実質⾚字額の算定にあたっては、会計間で合算するため普通会計

の実質収支は１２９，８９０千円の⿊字となり、算定過程では－８．９６％（⿊字の場合はマ

イナス表示）となるが、比率の表記は⾚字が発⽣していないため値を表示しない。 

 

標準財政規模 ２，５２３，４５３千円（臨時財政対策債発行可能額を含む） 

  

実質⾚字比率 ＝ 
一般会計等の実質⾚字額 

標準財政規模 
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２ 連結実質⾚字⽐率 

地方公共団体のすべての会計の⾚字額と⿊字額を合算して、当該団体一法⼈としての歳出に

対する歳⼊の資⾦不⾜額を、その団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除

したものである。 

地方公共団体の会計は、地方税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている

一般会計などの会計のほか公営企業会計など料⾦収、 ⼊等を主な財源として事業を実施する

会計（公営事業会計）があり、公営事業会計等の経営状況が一般会計等に与える影響を捉える

必要がある。 

このため、すべての会計の⾚字・⿊字の要素を合算し、地方公共団体全体として⾒た収支に

おける資⾦不⾜の深刻度を把握するものである。 
 

 

 

 

 

・連結実質⾚字額： イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額 

イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適⽤企業・非適⽤企業）以外の特別会計のう

ち、実質⾚字を⽣じた会計の実質⾚字の合計額 

ロ 公営企業の特別会計のうち、資⾦の不⾜額を⽣じた会計の資⾦の不⾜額の合計額 

ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち実質⿊字を⽣じた会計の実質⿊字の合

計額 

ニ 公営企業の特別会計のうち、資⾦の剰余額を⽣じた会計の資⾦の剰余額の合計額 

 

 

久⽶南町の連結実質⾚字⽐率  －  ％ 

 

普通会計以外の特別会計（公営企業に係る特別会計を除く。）の令和元年度決算による実質

収支額は、国⺠健康保険特別会計が３７，６６５千円の⿊字、後期⾼齢者医療特別会計５００

千円の⿊字、介護保険特別会計が４５，８３６千円の⿊字、介護サービス事業特別会計が３，

４９５千円の⿊字となった。 

公営企業に係る特別会計の令和元年度決算による資⾦の不⾜額または剰余額は、簡易⽔道事

業特別会計が４，５９１千円の剰余額、公共下⽔道事業特別会計が４，１５２千円の剰余額、

⽤地取得造成事業特別会計が０千円となる。 

⽤地取得造成事業特別会計（宅地造成事業）の剰余額の算定において、「歳⼊＋⼟地の収⼊⾒

込額」が「歳出＋地方債の現在⾼＋⻑期借⼊⾦」を超過する⾦額を剰余⾦としているためであ

る。 

いずれの会計も実質⾚字、資⾦不⾜を⽣じていないため値を表示しない。  

連結実質⾚字比率 ＝ 
連結実質⾚字額 

標準財政規模 
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３ 実質公債費⽐率 

地方公共団体の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である公債

費や公債費に準じた経費をその団体の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額（注１）

で除したものの３カ年間の平均値である。 

公債費や公債費に準じた経費は、削減したり、先送りしたりすることのできないものであり、

また、一度こうした経費が増⼤すると短期間で削減することは困難であることから、一定額以

上にならないようにすることが重要である。 

この比率が⾼まると財政の弾⼒化が低下し、他の経費を節減しないと、収支が悪化し⾚字団

体になる可能性が⾼まるものである。 

（注１） 標準財政規模から元利償還⾦等に係る基準財政需要額算⼊額を控除した額。（公

債費及び公債費に準じた経費のうち、地方交付税の基準財政需要額に算⼊される

ものがあるため、その額を分⼦、分⺟双方から差し引き、その団体の実質的な公

債費の負担を算出するよう調整している。） 
 

 

 

 

 

 

 

・準元利償還⾦： イからホまでの合計額 

イ 満期一括償還地方債について、償還期間を 30年とする元⾦均等年賦償還とした場合

における１年当たり元⾦償還⾦相当額 

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出⾦のうち、公営企業債の償還の

財源に充てられたと認められるもの 

ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担⾦・補助⾦のうち、組合等が起こした地方

債の償還の財源に充てたと認められるもの 

ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

ホ 一時借⼊⾦の利⼦ 

 

 

久⽶南町の実質公債費⽐率 １５．３％ 

 

単年度の比率は、平成２９年度が１５．２％、平成３０年度が１５．５％、令和元年度が１

５．４％で、この３カ年の平均値を実質公債比率という。 

 

 

実質公債費比率 ＝ 

（３カ年平均） 

（地方債の元利償還⾦＋ 準元利償還⾦）－（特定財源 ＋ 

 元利償還⾦・準元利償還⾦に係る基準財政需要額算⼊額） 

標準財政規模 －（元利償還⾦・準元利償還⾦に係る 

基準財政需要額算⼊額） 
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令和元年度の比率の基礎となった数値は次のとおり。 

 

・地方債の元利償還⾦  ４９５，３７３千円（繰上償還に係るものを除く） 

 

・準元利償還償還⾦   ２７３，００６千円 

（上記イ）                         0千円 

（上記ロ）                     248,185 千円 

（上記ハ）                      23,096 千円 

（上記ニ）                       1,710 千円 

（上記ホ）                          15 千円 

 

・公債費充当特定財源    ９，１８９千円 

（使⽤料）                        8,360 千円  住宅使⽤料 

（県補助⾦）                          0千円  住宅新築資⾦等支援事業補助⾦ 

（諸収⼊）                          829 千円  住宅新築資⾦貸付償還⾦ 

 

・標準財政規模    ２，５２３，４５３千円 

 

・元利償還⾦・準元利償還⾦に係る基準財政需要額算⼊額 

            ４３７，２８９千円 

（公債費として算⼊される額）   351,252 千円 

（事業費補正として算⼊される額） 66,813 千円 

（密度補正として算⼊される額）   19,224 千円 

 

単年度で平成３０年度と比較し、0.1％の減と⼤きな変動はない。元利償還⾦の額（△ 17,738

千円）や公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還財源に充てたと認められる繰⼊⾦

（△ 6,625 千円）及び災害復旧費等に係る基準財政需要額（△ 16,161 千円）が減少したもの

の、標準税収⼊額等（△ 26,386）及び臨時財政対策債発行可能額（△ 24,943）も⼤きく減少

したため、微減となっている。 
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４ 将来負担⽐率 

地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額

（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てることができる基⾦等を控除

の上、その団体の標準的な規模を示す標準財政規模を基本とした額（注１）で除したものであ

る。 

実質⾚字比率、連結実質⾚字比率、実質公債費比率の三つの指標は、それぞれ当該年度にお

いて解消すべき⾚字の状況や公債費等の負担の状況示す指標（実質⾚字比率や連結実質⾚字比

率は過去から累積された⾚字を含むもの）であるが、これだけでは、地方公共団体の負債の状

況や将来の収支⾒通しに係る充分な情報が得られない。 

このため、地方公共団体が発行した地方債残⾼のうち一般会計等が負担するもののみならず、 

例えば、地方公社や損失補償を付した第三セクターの負債も含め、決算年度末時点での地方公

共団体にとっての将来負担の程度を把握するものである。 

この比率が⾼い場合は、当該団体の一般財源規模に比べ、将来負担が⼤きいということであ

り、今後、実質公債費比率が増⼤すること等により、財政運営上の問題が⽣じる可能性が⾼く

なる。 

また、実質⾚字比率・連結実質⾚字比率・実質公債費比率の三つの指標のみならず、将来負

担比率を算定することにより、現在の負担と将来の負担のバランスを念頭に置いた財政運営が

可能となるものである。 
 

 

 

 

 

 

 

・将来負担額： イからチまでの合計額 

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債残⾼ 

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号に係るもの） 

ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元⾦償還に充てる一般会計等からの繰⼊⾒込額 

ニ 当該団体が加⼊する組合等の地方債の元利償還に充てる当該団体からの負担等⾒込

額 

ホ 退職⼿当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担⾒込額 

ヘ 地方公共団体が設⽴した一定の法⼈の負債額、その者のために負債を負担している

場合の当該債務額のうち、当該法⼈等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担

⾒込額 

ト 連結実質⾚字額 

チ 組合等の連結実質⾚字額のうち一般会計等の負担⾒込額 

 

将来負担比率 ＝ 

将来負担額－（充当可能基⾦額＋ 特定財源⾒込額 

＋ 地方債現在⾼等に係る基準財政需要額算⼊額） 

標準財政規模－（元利償還⾦・準元利償還⾦係る基準財政 

需要額算⼊額） 
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・充当可能基⾦額 ： イからヘまでの償還額等に充てることができる地方⾃治法第 241 条

の基⾦ 

 

 

久⽶南町の将来負担⽐率 ３５．９％ 

 

令和元年度の比率の基礎となった数値は次のとおり。 

 

・将来負担額      ６，０００，２５１千円 

（上記イ）                    3,299,235 千円 

（上記ロ）                     10,221 千円 

（上記ハ）                    1,992,430 千円 

（上記ニ）                     128,097 千円 

（上記ホ）                      570,268 千円 

（上記ヘ）                            0千円 

（上記ト）                            0千円 

（上記チ）                            0千円 

 

・充当可能基⾦額   １，９０６，５６５千円 

 

・充当可能特定財源       ２０，４６２千円 

 

・標準財政規模     ２，５２３，４５３千円 

 

・基準財政需要額算⼊⾒込額 

３，３２４，２５９千円 

 

・算⼊公債費等の額     ４３７，２８９千円 
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５ 資⾦不⾜⽐率 

一般会計等の実質⾚字にあたる公営企業会計における資⾦不⾜額について、公営企業の事業

規模に対する比率で表したものであり、公営企業における資⾦不⾜の状況を表したものである。

この比率が⾼くなるほど当該企業の事業規模に比して累積された資⾦不⾜が発⽣しており、そ

の解消が困難となってくるなど、公営企業として経営状況に問題があることとなる。 

なお、資⾦不⾜額を算出する際には、地方債の償還期間が施設の耐⽤年数より短いことによ

り⽣じる資⾦不⾜や、供⽤開始後の料⾦収⼊が平年度化するまでの間の一定期間の資⾦不⾜な

ど、⻑期の経営により将来解消可能と認められる資⾦不⾜額を解消可能資⾦不⾜額として差し

引くこととされている。 
 

 

 

 

 

 

・資⾦の不⾜額：  

資⾦の不⾜額（法適⽤企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てる

ために起こした地方債現在⾼－流動資産）－解消可能

資⾦不⾜額 

〃    （法非適⽤企業）＝（繰上充⽤額＋支払遅延額・事業繰越額＋建設改良費等

以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在

⾼）－解消可能資⾦不⾜額 

※  解消可能資⾦不⾜額： 事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資⾦の不⾜額

が⽣じる等の事情がある場合において、資⾦の不⾜額から控除する一定の額。 

※  宅地造成事業を行う公営企業については、⼟地の評価に係る流動資産の算定等に関す

る特例がある。 

 

・ 事業の規模： 

事業の規模（法適⽤企業） ＝  営業収益の額－受託工事収益の額 

〃    （法非適⽤企業） ＝ 営業収益に相当する収⼊の額－受託工事収益に相当す

る収⼊の額 

※  指定管理者制度（利⽤料⾦制）を導⼊している公営企業については、営業収益の額に

関する特例がある。 

※ 宅地造成事業のみを行う公営企業の事業規模については、「事業経営を行うための財

源規模」（調達した資⾦規模）を示す資本及び負債の合計額とする。 

  

資⾦不⾜比率 ＝ 
資⾦の不⾜額 

事業の規模 
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久米南町の各公営企業会計の資⾦不⾜額（２ 連結実質⾚字比率の項で算定済） 

簡易⽔道事業特別会計剰余額  ４，５９１千円 

公共下⽔道事業特別会計剰余額 ４，１５２千円 

⽤地取得造成事業特別会計剰余額    ０千円 

 

〃     公営企業会計の事業規模 

簡易⽔道事業特別会計    １２６，０３６千円 

公共下⽔道事業特別会計    ４１，２６６千円 

⽤地取得造成事業特別会計   １６，７７６千円（⼟地開発基⾦からの繰⼊⾦残⾼） 

 

 

 

すべての会計で、資⾦不⾜が⽣じていないため各会計の資⾦不⾜比率は－％と表記される。 

指標区分 早期健全化基準 財政再⽣基準 
H30 決算に 

係る指標 

R1 決算に 

係る指標 

実質⾚字比率 １５.０％ ２０.０％ － － 

連結実質 

⾚字比率 
２０.０％ ３０.０％ － － 

実質公債費比率 ２５.０％ ３５.０％ １５．３％ １５．３％ 

将来負担比率 ３５０.０％  ４８．０％ ３５．９％ 

資⾦不⾜比率   － － 

 


